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※融資期間について 

小樽市の制度融資における期間の考え方は次のとおりです。 

 

○例マルタル資金により１０００万円を６０回で返済する場合 

融資実行日 令和５年４月１０日 

支払指定日 毎月２０日 

 

⑴ 第１回支払日 

 令和５年４月２０日 

 ＜融資期間＞ 

令和５年４月１０日～令和１０年３月２０日 

最終回支払日 

 令和１０年３月２０日 

⇒ 『５年未満』とする。 

※融資期間の最終日が令和１０年４月９日以前なので 

「５年未満」となります。 

   

   

⑵ 第１回支払日 

 令和５年５月２０日 

 ＜融資期間＞ 

令和５年４月１０日～令和１０年４月２０日 

最終回支払日 

 令和１０年４月２０日 

 

⇒ 『５年以上』とする。 

※融資期間の最終日が令和１０年４月１０日以降なので 

「５年以上」となります。 

 

 

  

 

 


